
関係団体御中

令和6年能登半島地震に係る雇用調整助成金の特例措置に関する

周知について

平素より、介護保険行政の推進につきまして、御尽力賜り厚く御礼申し上げます。

今般、令和6年能登半島地震の発生を受け、当該地震に伴う経済上の理由により雇用調整

を余儀なくされた事業主を対象として、雇用調整助成金について特例措置を講じておりま

す。

当該特例措置の概要は別添1のとおりですが、事業主の皆様への周知のため、別添2のと

おりり一フレットが作成され、厚生労働省のホームページにも掲載されているところです。

当該特例措置については、介そサービス事業者も対象となりますので、内容について御了知

いただくとともに、会員各位に対し、御周知いただきますようお願いいたします。

厚生労働省老健局高齢者支援課

厚生労働省老健局認知症施策・地域介護推進課

厚生労働省老健局老人保健課
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(参考)雇用調整助成金に関する厚生労働省ホームページ

htt s:州WW. mhlw.0.'/S廿/seisakunitS山te/bun a/ko ou roudou ko ou k ufukin/ a e

L07 20200515. html
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1.年能登半島地震に係る雇用調整助成金の

対象事業主

生産指標要件

経済上の理由により事業活動を縮小した全

国の事業主

最近3か月間の月平均値が前年同期比
10%以上低下

※事業所設置後1年未満は対象外

最近3か月間の月平均値が前年同期と比べ

一定規模以上増加していないこと
雇用量要件

通常制度

計画届

残業相殺

省事

事前の提出が必要

支給日数

令和6年能登半島地震の特例措置

令和6年能登半島地震に伴う経済上の理由に

より事業活動を縮小した全国の事業主

(対象期間初日:令和6年1月1日

~令和6年6月30日)

最近3か月→最近1か月10%以上低下

※事業所設置後1年未満も対象

例措置

所定外労働があった場合、休業等の実績か
ら相当分を差し引く

対象労働者

クーリング要件

1年100日、 3年150日

雇入れ後6か月未満は対象外

過去に雇用調整助成金の支給を受けた対象
期間満了の日の翌日から起算して1年を超
えていること

助成率

対象となる休業の規模

令和6年1月23日改正
※令和6年1月1日以降
に開始した対象期間から

遡及適用

撤廃

計画届の提出日が令和6年3月31日までの間
である場合は、事前に提出されたものとみな
す

4県について撤廃

※新潟県、富山県、石川県、福井県

1

大企業V2、中小企業2/3

大企業V15以上、中小企業ν20以上

3年150日を適用しない

4県について1年300日

令和6年1月11日改正

※令和6年1月1日以降

に開始した対象期間から
遡及適用

雇入れ後6か月未満も対象

撤廃

4県の事業所が実施する休業、訓練、出向に

ついて、大企業2/3、中小企業4/5

4県について

大企業1/30以上、中小企業V40以上



(事業主の方へ)

△和6年能登半島地震の災害1 伴う雇用調整助成金
の特例措置を実施しいます(令和6年明23口更物

展囲餌整動成金七除。経誹と@理囲侭より宰粛活動@縮小を余儀な《冬れた事業主
が。劣働者侭対して一時的侭俸露。俄冑馴練《以下『俸露等』》叉は圏向を行い、労
働者@屈囲@鐙持を図②走場合侭。俸業早宵。賃金鄭@一部密助成す局屯のです。

【特例措の内容】(令和6年能登半島地震に伴う経済上の理由により休業等又は出向を行
う事業主力対ヤです。)

休業等又は出向の初日が令和6年1月1日から令和6年6月30日までの間にある場合、

① 一△の 上11 0

【大企業】1/2 =,2/3 【中小企業】2/3 ⇔ 4/5
(※新潟、富山、石川、福井の各県内の事業所が対象です。

② 日「1 ヨで100日から「1 ヨで300日にし

(※新潟、富山、石川、福井の各県内の事業所が対象です。)

③新規学卒採用者など、
労働者についても1リ亘.ケとし

④過去に雇用調整助成金を受給したことがある事業主であっても、
ア通常、支給日数は3.で' 150日でのところ、今回の特例の対象となった休業等

せ人ノ。については、この 1

リ亘.シとします。イ前回の対象期間の満了日の翌日から1 ていナ'て
、

別添2

⑤休等規模要件を和します。
対象労働者の所定労働日数に対する休業等の延日数の割合(休業等規模要件)

【大企業】ν15以上⇔ν30以上【中小企】1/20以上才ν40以上

(※新潟、富山、石川、福井の各県内の事業所が対象です。)

⑥残業相殺(※)を撤廃します。
※支給対象となる休業等から所定外労働の時間を相殺して支給すること

(※新潟、富山、石川、福井の各県内の事業所が対象です。)

※助成対象期間は1年間です。

【その他の支要件】

その他、用保険の適用事業所であること等の支給要件があります。詳細について
はガイドブック(hせ S://WWW.mhlw.0.'/content/001195139. df)や、以下のコール
センターまでお問い合わせください。

雇用調成金コールセンター

0120・603-999 受付時問 9:00~21:00 土日・祝日含む

(う厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク

として して ナ・

ガイドブック

Bが6か

回回

回

LL060123企01

(特例措置の内容は裏面にもございます)



(事業主の方へ)

【特例措置の内容】(表面からの続割

3 、、'1かに⑦生

最近1か月の販売量、売上高等の事業活動を示す指標(生産指標)が、前年同期に比べ10%以
上減少していれぱ、生産指標の要件を満たします。

、とカ《、1 で⑧'3かの ていて

通常、雇用保険被保険者及ぴ受け入れている派遣労働者の雇用量を示す雇用指標の最近3
か月の平均値が、前年同期比で一定程度増加している場合は助成対象となりませんが、その要
件を撤廃します。

と⑨ こつい1 .

地震発生時において雇用保険適用事業所設置後1年未満の事業主については、生産指標を地

震発生前の指標と比較します。

⑩百 口

通常、助成対象となる休業等又は出向を行うにあたり、事前に計画届の提出が必要ですが、計
画届の提出日が令和6年3月31日までの間である場合は、計画届を事前に提出したものとみなし

ます。これにより、令和6年1月1日以降に開始された休業等や出向についても遡及して助成対

象となります。

【地に伴う「経済上の理由」と1訂

にたしせんが、災害に伴うののは上のナ、地震による

以下のような経営環境の悪化については経済上の理由に当たり、それによって事業
活動が縮小して休業等を行った場合は助成対象となります。
(経済上の理由例)
・取引先の地害のため、原材料や商品等の取引ができない
・交通手段の途絶により、来客がない、従業員が出勤できない、物品の配送ができない
・電気・水道・ガス等の供停止や通信の途絶により、営業力できない
・風評被により、観光客が減少した
・施設、設等の理業者の手配や理部品の調達が困難で、早期の修復力不可能

【受給手続き】

【休業等の場合】

.事業主が指定した1年間の対象期間にっいて、実際に休業等を行った支給対象期間(1つの判定基礎期
間又は連続する2つないしは3つの判定基礎期間)ごとに支給申請することが必要です。

【出向の場合】

.事業主が指定した1年間の対象期間について、実際に出向を行った支給対象期(出向期間を6か月ごと
に区分した各期間)ごとに支給申請することが必要です。

※支給申請期間は支給対象期間又は支給対象期の末日の翌日から起算して2か月以内です

なお、雇用調整助成金を申請した事業主は、提出又は提示した書類の写しその他支給要領に規

定する各種圭類を、支給決定日の翌日から起算して5年間保存する必要があります。

(う厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク

こ


